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平成28年９月橋本市議会定例会会議録（第２号）その７ 

平成28年９月12日（月） 

                                           

                                        

（午後３時20分 再開） 

○議長（中本正人君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番６、４番 今城君。 

〔４番（今城敏仁君）登壇〕 

○４番（今城敏仁君）あと２人でございます。 

 それでは、通告に従いまして一般質問をい

たします。 

 まず、午前中の議論でございましたけれど

も、松浦議員のほうから、危機管理のことに

ついてご質問がございました。僕もこの間、

友達から電話が来まして、「シン・ゴジラ」っ

ていう映画見たかいという電話が来まして、

これは議員をしておるんやったら必ず見れよ

という電話が来ました。どなたかご覧になっ

た方いらっしゃいますか。これ、本当に危機

管理という、日本の危機管理の部分を題材に

して、ゴジラという怪獣で、まず自分の立ち

位置でいろいろ動いていく行政、政治家等々

の、とにかく危機管理というところに置いた、

考え方をそれぞれの考え方ができるような映

画やから、とにかく議員としたら見て来いと

いうことで、この議会が終わったら見に行こ

うかなというふうに思っております。ぜひ興

味のある方は見ていただけたらなというふう

に思います。この興行主から一銭もいただい

てございませんけれども、割合、今すごく興

味のある映画やなというふうに思っておりま

す。 

 それから、いつも考えてくるんですけども、

きょうは考えてきませんでした。ただ、おと

といの橋本新聞を見ておりますと、伊都振興

局の女性の方が冊子をつくったというふうな

ニュースが載ってございました。彼女は多分

和歌山市の方やと思います。よその和歌山市

からこちらへ来られて、よそ者の目で見たこ

の地域というところの、いいところを発信し

てくれておると思います。 

 それと、高野山においても、「高野の手仕事」

というふうな冊子を高野山の職員の方がつく

られております。これ、いっぺん、目にする

ことがあったらぜひ見ていただきたいと思い

ます。本当に深く掘り下げて、大事な手仕事

を情報として流していってございます。きょ

うびのことですから、デジタルでインターネ

ット等でも見れるような形はつくれると思う

んですけども、これ、冊子にしたというとこ

ろが大事なところやと思います。ぜひ企画、

また経済部のほうでも、いっぺん参考にして

いただいて、このような橋本市の魅力を発信

していただけたらなというふうに思います。 

 それでは、通告に従いまして質問いたしま

す。３問ございます。 

 １番目は不登校の問題について。 

 和歌山県は不登校児童生徒の出現率が高水

準で、児童生徒1,000人当たりの不登校児童生

徒数は、小学校では全国平均3.9人に対して

5.3人、中学校では27.6人に対して32.1人と、

全国に比べて極めて高い現状となっておりま

す。 

 不登校の問題につきましては、橋本市は教

育相談センター、適応教室「憩いの部屋」で

学校復帰支援の取り組みを行っており、成果

を上げておられますが、今後、この問題につ

いて、どのように取り組んでいかれるのかお

伺いします。 

 ２番目、健康増進事業である乳がん検診に
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ついて。 

 乳がんを患う日本人女性は年々増え続け、

今では１年間に新たに乳がんと診断される方

は７万人を超えています。しかし、乳がんは

治癒率の高いがんです。早期発見ができれば、

医療の進歩によってほとんどのケースで乳が

んを根治できるようになっています。 

 当市でも、40歳以上の女性、２年に１回の

検診、個別検診、集団検診を行っております

が、受診率を上げるためにどのような取り組

みをされておられますか。 

 ３番目、防災時の非常食について。防災時

の非常食でアレルギー対応食は備蓄されてお

られますか。 

 以上、３点をお伺いします。以上で壇上か

らの質問を終わります。 

○議長（中本正人君）４番 今城君の質問項

目１、不登校の問題に対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）本市の不登校問題へ

の対応についてお答えします。 

 本市の不登校児童数の割合は、平成24年度、

小学校は1,000人当たり7.5人、25年度6.9人、

26年度3.4人と推移し、平成26年度は県平均

5.3人、全国平均3.9人を下回っています。 

 一方、中学校は、平成24年度1,000人当たり

36.1人、25年度28.3人、26年度31.5人と推移

し、平成26年度は県平均32.1人より下回り、

全国平均27.6人を上回っています。 

 平成27年度の県・全国平均はまだ公表され

ていませんが、本市の状況として、小学校が

1,000人当たり5.0人、中学校が26.3人と、小

学校では26年度よりも増加し、中学校では減

少しています。 

 また、欠席理由は不登校ではない「病気」

「その他」にあたる長期欠席児童生徒が、平

成24年度18名、25年度18名、26年度26名と推

移し、平成27年度は48名と増加傾向が見られ

ます。この「その他」が理由の欠席というの

は、病気、経済的理由、不登校のいずれにも

該当しない場合や、欠席理由が二つ以上あり、

主たる理由が特定できない場合を指します。 

 このことに関して、教育委員会としては、

不登校への対応だけでなく、長期欠席してい

る全ての児童生徒への支援が必要な状況であ

り、個別に取り組むべき課題が複雑化してき

ている現状があると分析しています。 

 これらの児童生徒に対して、市内各小・中

学校では、担任による電話連絡、空き時間や

放課後の家庭訪問、手紙などを通したきめの

細かい継続的なかかわりを行っており、一定

の効果が見られます。反面、学校からの継続

的なかかわりだけでは改善が見られない状況

も見受けられます。 

 そこで、教育相談センター及び適応教室「憩

いの部屋」では、こころの問題として対応す

るだけでなく、学力・社会性の問題としてと

らえ直し、児童生徒の自立に向けた支援を行

っています。 

 また、橋本市に２名配置されているスクー

ルソーシャルワーカーのうち１名を相談セン

ターに配置し、学校と関係機関をつなぎ、ケ

ース会議の設定や、家庭訪問を行っています。

週１日勤務という制約がありますが、市内各

校へのスクールソーシャルワーカー活用の周

知を図っているところです。 

 さらに、不登校を含めた長期欠席者を減ら

すために、新たな長期欠席者を生まない、必

要な支援体制を確立する取り組みを進めてい

ます。 

 これからの長期欠席対策は、事態を見通し

てチームで系統的なかかわりをするために、

支援体制を確立することが求められています。

学校だけでの取り組みや単年度だけの取り組

みでは、対応が困難になっている状況がある
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からです。 

 そこで、未然防止、早期対応策として、学

校からの要請を受け、気になる児童生徒がど

のような状態にあり、どのような支援を必要

としているのか、累計５日以上欠席状況調査、

橋本市児童生徒支援シートを用いて、定期的

にケース会議を実施し、学校からの適切な働

きかけやかかわりについて助言を行っていま

す。 

 このケース会議において、学校は、児童・

生徒・保護者とどのようなかかわりを持つこ

とで適切な支援となり得るかを検討します。

同時に、学校だけで対応することが困難な場

合は、子ども・家庭を取り巻く専門機関が相

互に協力・補完しつつかかわっていくという

ことを確認します。学校内で児童生徒にかか

わる教職員が情報共有した上で役割を明確に

するため、専門機関それぞれの専門性を生か

した支援を可能とします。これは連携のため

のケース会議ではなく、支援のためのケース

会議と言えます。 

 子どもだけでなく大人同士のつながりが希

薄になっている社会の現状を考えると、長期

欠席児童生徒とかかわる上で、人間関係の中

でつながる場をどれだけつくるかが課題と言

えます。 

 子どもを取り巻く人間関係は、問題が複雑

化すればするほど揺れ動き不安定になるため、

安定した関係を保つ役割が必要です。その関

係性をつなぐ機能が、これからの教育相談セ

ンターや適応教室に求められていると考えま

す。 

 最後に、休みがちな児童生徒にとって居心

地の良い学校は、全ての児童生徒にとっても

居心地の良い学校と言えます。この観点から、

全ての児童生徒が楽しく通うことができる学

校づくりへの支援の一助となり得るよう、教

育委員会として取り組んでいきたいと考えて

います。 

○議長（中本正人君）４番 今城君、再質問

ありますか。 

 ４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）教育長、ありがとうご

ざいました。 

 それでは、この不登校の件について質問さ

せていただきます。 

 今、答弁いただいたように、不登校といっ

てもいろんな形があるということで、長期不

登校になる、病気であったり障がいがあると

か、いろいろやと思うんですけども、今回、

今、教育支援センターにおいて就学されてい

る方は、就学へのステップとして教育支援セ

ンターにおいて勉強されておるという認識で

よろしいんですね。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）教育相談センターの

中の「憩いの部屋」で中学生５名、小学生、

今は２名、計７名がいわゆる学校へ戻る、ま

たは自立した生活が送れるような生活をして

いるということです。 

○議長（中本正人君）４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）今、７名ということで

ございますか。はい。 

 学校には生徒指導、それから教育相談部、

特別支援教育部と、各学校にはあると思うん

ですけども、学校でしんどい思いしている子

どもが、三つの部、どこが集約して、どこと

連携しておられるかというところ、ちょっと

ご説明いただきたいと思います。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）確かに、学校には教

育相談担当の教員がおります。ただ、この教

育相談担当の教員というのは、そのためだけ

に仕事をしているんではなくて、担任を持っ

たり、さまざまな業務をしながら教育相談担

当という形をとっています。 
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 学校の中の校内の委員会、いわゆる教育相

談部会では、その教育相談担当が企画運営し

て、長期欠席児童生徒の把握を行ったり、ま

た、アセスメントを行ったり、今後の取り組

みについて調整をしています。しかしながら、

外部との調整については、これは基本的に管

理職が行っているというのが現状です。そん

な中で、やはり外部との調整等の部分につき

ましては、教育相談担当の教員だけではなか

なか難しい部分があります。かつては、教育

相談センターが、福祉制度の活用などを通し

てソーシャルワーカー的な支援を行ってまい

りました。しかしながら、不登校児童生徒を

めぐる問題というのは極めて複雑化しており

ます。教育だけではなかなか解決できない、

また、学校だけでは解決できない部分があり

ます。本市におきましても、橋本市子どもの

ための福祉と教育連携会議というのを立ち上

げまして、家庭教育支援相談室もつくってお

りますけども、福祉的な面も今後必要になっ

てまいりました。 

 そんな中で、平成27年度から校内にスクー

ルソーシャルワーカー、ＳＳＷの方が、橋本

市内に２名配置していただいています。この

ＳＳＷという方は、社会福祉士または精神保

健福祉士の資格を持っておられる方です。こ

の方が今２名常駐しています。この方々が家

庭へ出向いて、福祉的な要素に携わっていた

だいているというのが現状ですが、何分２名

ですので、１名、例えば教育相談センターに

配置されていますＳＳＷの方は、７月末まで

で53件のケースにかかわっていただいていま

す。もうお一方も同じような状況です。 

 そういう意味で、今後スクールソーシャル

ワーカー、ＳＳＷの方の増員というのは大切

かなと思います。また、文部科学省もそのこ

とを踏まえて、ＳＳＷの増員ということがか

なりいろいろなところで聞かされていますの

で、今後国の施策としても増員されていくん

ではないかなと思っています。 

○議長（中本正人君）４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）ありがとうございます。 

 お聞きしましたら、このスクールソーシャ

ルワーカーは週に１回だけ来られておるとい

うことをお聞きしました。県の不登校対策に

かかわる有識者会議という、こういうふうな

ものが７月に出てるんですけども、ここで行

政の役割として、不登校の生徒に対するスク

ールカウンセラー、スクールソーシャルワー

カーを拡充することというふうなところが載

ってございます。 

 ことによれば、このスクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカーの常設を検討

しなければならないと。すごく行政的な言い

回しなんですけども、この問題については、

やはり常設、常駐した誰かコーディネーター

になるような方が要るように思います。 

 いろいろなところでお話を聞きますと、結

局は、そういうふうなしんどい思いをしてい

る子どもさんが、まずどこに言うんなといっ

たら、やっぱり家で、もうあした学校行きた

くないよというふうな話になったら、親御さ

んがまず担任の先生に、今の場合、ご相談い

ただいて、担任の先生がこの特別支援教育部

ですか、この兼ねられている先生が中心にな

って、今のケース会議等をやられておるとい

うふうにお聞きするんですけども、このケー

ス会議をした情報を、本当であればスクール

コーディネーターがそこに入って、その子ど

もの情報を共有するというところやと思うん

ですけども、週に１回では、やはり無理があ

るように思うんですけども、そういうふうな

資格をお持ちの方ですので、週に１回でも、

ひょっとしたらだいたいがわかるんかもわか

りませんけども、その辺のところはいかがで

ございますか。 
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○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）スクールカウンセラ

ー、それからＳＳＷ、スクールカウンセラー

は臨床心理士を基本的に資格としてお持ちの

方、それから、先ほどお話しさせていただき

ましたスクールソーシャルワーカーについて

は社会福祉士、精神保健福祉士の資格を持っ

ておられる方という形になります。スクール

カウンセラーは小学校８校に勤務されていま

す。だいたい、年間17から20日、１日５時間

勤務です。中学校は５校全校配置で、年間35

日から40日、だいたい週１回という形に中学

校はなりますし、小学校は２週間に１回とい

う形になっています。 

 やはり、学校別に課題は随分違います。非

常に課題の多い学校といいますか、例えば、

私も担任して、不登校の子どもは担任したこ

とはございませんけども、他の同和教育推進

教員時代に何名かの不登校の子と過ごした時

代がございます。教育的作業をする場合、２

人の不登校の子どもと作業をすると、かなり

疲れる。体力的にも。やはり、自分らは教員

ですので、子どもの辛さや悲しみというのを

もらう部分がございます。やはり、冷静に判

断できるＳＳＷやスクールカウンセラーの

方々のより一層の配置というのは必要かと。

そのためにも、県や国にも働きかけていける

ようにしていきたいと思っています。 

○議長（中本正人君）４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）このスクールソーシャ

ルワーカーですか、これは県からの派遣とい

うことですね。ということは国からというこ

とですか。この問題をいろいろと調べたりし

ておりますと、今、各学校では先生方が特別

教育支援コーディネーターを兼務されておる

と。ハード的にも大変な仕事をやった後、こ

のコーディネーターをやられているというふ

うにお聞きしております。 

 ここで、これは提案といいますか、この地

域コーディネーターですか、ある意味、各学

校区に１人、この方がフリーで、いろんなパ

イプ役になれる人がいれば、それこそもっと

もっといろんな意味で福祉と教育のパイプ役

にもなれるし、そういうふうに思うんですけ

ども、これ、何せ予算の要ることでございま

すので、緊縮財政の折、かなり難しい問題か

と思うんですけども、こういうふうな不登校

の子どもさん方に光を当てていくのが本当の

教育であろうと思うんですけども、せんだっ

て、28年度の第１回の教育会議が７月にあっ

たと思うんですけども、そのときに市長のほ

うから、教育委員会としたら、いっぺんどう

いうことがしたいんよというふうなことで、

市長のほうから質問あったと思うんです。 

 いっぺんこの不登校の部分で、今、そこの

つなぎ役のマンパワーが足らんと思うんです。

この方を中心にコンダクターとして、スクー

ルソーシャルワーカー、それからスクールカ

ウンセラー、各学校、家庭、いろいろとケー

ス会議にも出ていただいて、風通しのいい、

その人に聞いたら皆わかるというふうな人が

いれば、この不登校の問題ですとか、その他

もろもろの問題も少しでも前向いていくと思

うんですけども、こういう問題を、次の、あ

れは10月でしたか、市長。会議があるのは。

できる、できないは別として、それこそ議題

に上げていただいて議論をしていただくとい

うことはできるんですか。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）今城議員の質問にお答

えをします。 

 それは可能でありますし、話し合いはいく

らでもできると思います。私も新教育委員会

制度のもと、教育にかかわる人間となってま

す。若干、教育委員と私の考え方が違う部分



－72－ 

もありますけども、橋本市にとっていいよう

に進めていけばいいのかなというふうに思っ

ています。 

 教育相談センターも、今、任期付の職員を

採用して人材確保ということをしております

し、要は、これからどういうふうにしていく

のかというのが、ちょっと私、よく見えない

部分があるんですよ。それで、今やってるの

は対処療法ばかりで、そしたら、予防的なこ

とってどうやってんのよというところが引っ

かかるんです。今の答弁聞いておりましても、

どちらかというと対処療法で、起こったらこ

ういうふうにしていきましょうと。そしたら、

本当にこれ、起こらんためにするにはどうす

んのよというところが、少しわからないとこ

ろもあります。 

 これから、家庭相談室もつくりました。来

年からは室長を置こうと。一つの組織化をし

ようと思ってまして、就学前はこども課、健

康課を中心にした相談、そして、就学後は教

育委員会を中心とした、そういう福祉と教育

の連携というのをしようと思ってます。そう

いう中で、やっぱりこれから、まず教育委員

会の組織として、これをどう考えていくんか

ということやと思うんですよ。 

 学校教育課というのは、県からの指導主事

が来ていただいて、運営していってますけど

も、そしたら、この指導主事の役目って何な

のと。ここの部分については、指導主事がも

っとかかわってもいいん違うのかという思い

もありますし、学校サイドにしても、そした

ら子どもと先生が本当にかかわっている時間

って、たくさんあるのかい、昔はどちらかと

いうと担任の先生ってずっとかかわってくれ

てたわけですけども、今、いろいろ書類とか

多い、報告上げらなあかん、そういうたくさ

んの問題はあるかと思うんですけども、やっ

ぱり予防という部分では、これから教育委員

会あるいは学校としてどうしていくんかとい

うことも考えた中で、そしたらここに何人要

るんやと。ひょっとしたら指導主事の中にも、

そこの学校現場に直接行って、中心になって

それを県をつなぐとか、そういうふうなこと

も、こういう実態が県にありますよという、

本来上げていく仕事はあると思うんですけど

も、そこまでやっていく必要があるのかなと

いうふうに思います。 

 教育コミュニティにつきましても、私のほ

うからは、制度化を早よせえという話、前回

はそこの話ばかりやったんで、そういうこと

もこれから考えていくようにしなければなら

ないので、やっぱり教育委員会の中の機構改

革というのも必要になってくるでしょうし、

これから子どもと先生のかかわり合いをどう

していくんか、予防という意味をどうしてい

くんか、そして、対処療法の中で何をしてい

かなあかんのかというのをきちっとやってい

ただければ、私のほうとしても何とか予算確

保をする道はあるのかなというふうに思って

おりますので、まず、そういうところを一度

整理していただいて、どういう形でいくのか

というのをお示しいただけたらなというふう

に思っています。 

○議長（中本正人君）４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）突然すいません。 

 本当にそこで議論をしていただいて、より

良い方向に持っていただけたらなというふう

に思いますので、次の10月の教育会議のほう

もまた傍聴させていただきたいと思います。 

 それから、不登校の生徒の問題について、

20番議員が、６年前ですか、この不登校の生

徒がひきこもりになるというふうなご質問が

されてございました。不登校であったり、ひ

きこもり、この生徒ですとか、中学校を卒業

すれば、ちょっと手が我々のテリトリーから

は離れるような感じなんですけども、ここで、
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多分地域の民生委員、民生・児童委員が各地

にいらっしゃると思うんですけども、こうい

うふうな各地にひきこもりの方がおられると

か、その辺のところの把握はされてるんです

かね。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）ご指摘のとお

り、ひきこもりに関しましては民生委員、児

童委員のお仕事の一つとして、担当の地域で

見守っていただくという、お仕事の一つにな

ってございます。 

 平成27年３月に調査を行っております。そ

のときで市内で36名、各地区の民生委員から、

ひきこもりと思われるというふうな事例の報

告がございました。 

 ただ、先ほど来、お話にもありましたけれ

ども、このひきこもり、そしたら今後どう行

政として対応していくのか。これが非常に難

しいところがございます。まず、原因はいろ

いろございます。けがであったり、病気であ

ったり、障がいであったり、あるいは社会的

な要因であったり、いろんなことがございま

す。 

 したがいまして、基本的には見守っていく

ということになろうかと思うんですけれども、

当然、まず相談に至るというところまでに、

かなり信頼関係構築のために時間がかかる事

例が多くございます。私どもとしましては、

ひきこもりというのは社会に出て働く、働い

て納税していただくというような観点からい

きますと、社会的損失というのは非常に大き

な事例でございまして、何とか解消に向けた

取り組みをしていくべきものというふうに考

えてございます。 

 ただ、先般来、先ほど申し上げましたとお

り、まず相談に至るまで、あるいは内容によ

って、実は医療が必要なものなのか、あるい

はその他の要因なのか、非常に難しいところ

がございます。これにつきましては、現在う

ちの庁舎内に、連携をとるための「橋本市ひ

きこもり者支援検討会」というのを設置して

ございまして、そこで事例の情報共有、関係

課の情報共有あるいは外部の関係機関等への

連携等で見守っていきたいというふうに、現

在はそういうふうな状況でございます。 

○議長（中本正人君）４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）ありがとうございまし

た。 

 これは今かかわらしていただいておる、そ

ういう親御さんからの要望がございまして、

各地の民生委員の取り組みはどうなってるん

かなというふうに聞かれましたので、質問さ

せていただきました。 

 本当に、そういう子どもさんを持たれてい

るご家族、特にお母さん方は、本当に真剣に

我が子のことを思って、一生懸命頑張ってお

られます。そういうところに、再度申します

けれども、光を当てるのが教育ではないかと

思いますので、ぜひ次回の教育会議におきま

しては、この部分で議論をしていただくこと

を要望しまして、１番目の質問を終わらせて

いただきます。 

○議長（中本正人君）次に、質問項目２、健

康増進事業である乳がん検診に対する答弁を

求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（石橋章弘君）登壇〕 

○健康福祉部長（石橋章弘君）次に、健康増

進事業である乳がん検診についてお答えしま

す。 

 厚生労働省は、平成24年度から平成28年度

までの５年間を対象として、がん対策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の

推進に関する基本的な方向として、がん対策

推進基本計画を策定しています。乳がん検診

の受診率の算定にあたっては、海外諸国との
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比較等も勘案し、40歳から69歳を対象として

います。その中で、厚生労働省は、がん検診

の受診率を５年以内に50％を達成するとして

いますので、本市の健康増進計画においても

同様の目標値を設定しています。 

 本市における最新データである平成26年度

の乳がん検診の受診率は54.9％となっていま

すので、目標は達成していると考えています。 

 現在、乳がん検診の取り組みとして、がん

の早期発見・早期治療のため、乳がん検診の

対象となる方への受診券の送付、橋本市に住

民登録があり、当該年度４月20日時点で40歳

に到達する方への無料クーポン券の送付、市

報はしもと、市ホームページ、回覧板などで

の検診の受診勧奨、公共機関やスーパーマー

ケットにある女性トイレへのポスターの貼付

などを実施しています。 

 また、子どもに対して、健康と命の大切さ

について学び、自らの健康を適切に管理し、

がんに対する正しい知識とがん患者に対する

正しい認識を持つよう教育することをめざし、

伊都医師会の協力を得て小学校でのがん教育

を実施しています。今後も各機会を利用し、

啓発広報活動に努めてまいります。 

○議長（中本正人君）４番 今城君、再質問

ありますか。 

 ４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）ありがとうございます。 

 この乳がんの質問に対しては、９番議員の

ほうもございますので、端的に質問させてい

ただきます。 

 昨今、有名歌舞伎役者の奥さん、また、女

子プロレスラーの方が乳がんになり、病気と

闘っているというニュースがメディアのほう

から報道されておるんですけども、私の友人

も２人、奥さんが乳がんと闘っておられます。

それぐらい乳がんが病気として身近に、多く

の方が乳がんになって、今も病魔と闘ってい

るというところでございますけれども、まず、

この健康増進事業で受診できる病院と、曜日

の確認をお願いしたいと思います。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）現在、検診と

して市内で乳がん検診が可能な医療機関が、

橋本市民病院、紀和病院、和歌山県立医科大

学附属紀北分院、この三つの病院でございま

して、土日を除くウイークデーの日に検診を

行うということになってございます。 

○議長（中本正人君）４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）土日を除く日に健康増

進事業、当市の場合は本人負担1,000円で受診

できるということですね。 

 なぜこの質問をしたかなんですけども、あ

る市民の方から、自分は働いていて、土日し

か病院へ行けないんよというご相談を受けま

して、今ご説明いただきましたように、市民

病院、紀和病院、紀北病院でマンモグラフィ

ー検診は受けれるというふうにお聞きしてお

ります。これ、土曜検診をどちらかの病院で

やってくれたら一番いいことなんですけども、

多分、今の時点では無理かなというふうに思

うんですけども、たまたまその方がおっしゃ

るのには、五條のほうに民間で土曜日にも検

診を受けれる病院があるので、そちらで受け

れないんかなというふうなことでございまし

て、その辺のところで、県をまたぎますので、

行政的にはどういうふうな判断になるかわか

らんのですけども、その辺のところはどうな

んですか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）土日の乳がん

検診についてでございますが、集団検診のほ

うにおきましては、本年11月12日、土曜日に

実施する集団検診で乳がん検診を行いますと

いうことで、既に広報などでお知らせさせて

いただいております。 
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 また、追加日程といたしまして、日曜日１

回、平日１回の２回、追加として12月に実施

を予定しております。 

 答弁の中にもございましたけれども、乳が

ん検診の受診率自体は本市の計画を一応達成

しているということもございまして、個別検

診における橋本医療圏域においては、乳がん

検診に関する医療資源自体は一応充足してい

るものと考えてございます。 

 また、乳がん検診の実施要領というのがご

ざいまして、和歌山県乳がん検診実施要領に

より、県内で統一された実施要領に基づいて

乳がん検診が行われております。各都道府県

により実施要領が違いますので、ほかの都道

府県、ほかの医療圏域の医療機関での検診実

施というのは、ちょっと困難ではないかと考

えております。何分ともこれにつきましては、

単独の、各市の事業、各地域の事業という実

施方法がございますので、ほかの圏域にまた

がりますと別途調整が必要になってまいりま

す。 

 さらに、このがん検診におきましては、基

本的には橋本医療圏域内での実施を基本とい

うふうに考えてございまして、ほかの個別検

診等々、地元医師会の協力を全面的にいただ

いております。そういうふうな関係も鑑みま

すと、ほかの医療圏域での検診というのは、

本市におけるがん検診全体の運営にも影響を

及ぼさないかなというふうにも少し心配して

おります。 

 つきましては、個別検診における土日検診、

土日の検診におきましては、先ほど来お話ご

ざいますように、現在可能な橋本市民病院、

紀和病院、和歌山県立医科大学附属紀北分院

と土日の検診について協議を行ってまいりた

い、今後協議していきたいと考えています。

また、土日の乳がん検診についての集団検診

のほうも増やしていくことを検討したいとい

うふうに考えてございます。 

○議長（中本正人君）４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）わかりました。ただ、

医療圏の問題というふうなご答弁やと思うん

ですけども、先ほどちょっと言い忘れたんで

すけども、今から６年前の楠本議員の質問で

は、その当時は、受診率は二十数％やったの

が、今、五十数％になっておるということは、

この乳がん検診を受けられておる方が増えて

いっているというのは、健康福祉部の周知徹

底した形での、この受診率になっておると思

うんですけども、ただ、調べますと、五條市

のほうからは、この乳がん検診、健康増進事

業では、こちらの橋本市民病院、紀和病院、

また、和歌山医科大学附属紀北分院で受ける

ことができるんですよね。これはそしたら五

條市のほうが寛容やということでよろしいん

ですか。そういうふうな医師会なり、医療圏

をこちらのほうにも広げておると。やはり、

一人でも多くの方が早期発見・早期治療をす

るというところで、門戸を広げておるという

認識でよろしゅうございますか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）門戸を広げて

いるかというご質問でございます。そこのと

ころは、ちょっと私ども、いわゆる五條市と

各病院との契約内容になってくるのかなと考

えます。逆に言えば、うちの医療圏域の中に

そういう医療資源があるというふうに逆に考

えます。 

○議長（中本正人君）４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）すいません。時間がご

ざいませんので、３番もあるんですけども、

そういうことで、今のところはこの３件と集

団検診。そしたら集団検診のほうで土日の受

診をできるだけ増やしていただきたいという

ことを要望いたしておきます。 

 また、医学の進歩はＡＩ、人工知能を使っ
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た診断やｉＰＳ細胞を使った再生医療など、

日進月歩で進んでおります。今質問しており

ます乳がん検査についても、近い将来、もう

数年先やと思うんですけども、日立製作所と

住友商事グループが、尿中の代謝物を解析し、

乳がんや大腸がんの患者を識別する技術を開

発したと発表しております。これは健康な人

と比べて乳がんや大腸がん患者の尿中の増減

が大きい物質を見つけ出して、健常者とがん

患者の識別に成功したということでございま

す。これから臨床実験に入って、今みたいな

マンモグラフィーの検査ではなくて、尿を送

るだけで大腸がんと乳がんはわかるような時

代になるのが、もう数年先、四、五年先にな

ると聞いております。しかし、病気は待って

くれませんので、できるだけ一人でも多くの

人が受診できるような体制をとっていただく

ことを要望しまして、２番目の質問を終わり

ます。 

○議長（中本正人君）次に、質問項目３、防

災時の非常食に対する答弁を求めます。 

 危機管理監。 

〔危機管理監（坂本安弘君）登壇〕 

○危機管理監（坂本安弘君）次に、アレルギ

ー対応の非常食の備蓄についてお答えします。 

 現在、本市では、発生確率の高い、東海・

東南海・南海３連動地震の被害想定をもとに

備蓄計画を作成し、非常食、飲料水及び粉ミ

ルクの備蓄を進めています。被害想定による

と、食料の供給が必要となる方は約１万4,000

人とされており、市では１日３食分として、

４万2,000食の備蓄を目標としています。この

計画に基づき、毎年アルファ米を購入してお

り、現在２万1,800食を備蓄済みです。 

 アルファ米は、白飯だけでなく、五目ご飯

やドライカレーなど、さまざまな味付けがな

された商品が販売されており、本市では10種

類のアルファ米を購入しています。この中で、

白飯、田舎ごはん、わかめごはん、白がゆ、

梅がゆの５種類は、厚生労働省から示された

特定原材料等27品目を使用していないノンア

レルギー製品です。これらのアルファ米の備

蓄数は6,600食であり、現在の備蓄数の約30％

となっています。 

 しかしながら、今年４月に発生した平成28

年熊本地震を受け、本市には中央構造線断層

帯が横断していることから、避難者の想定数

をはじめ早急な見直しが必要と考え、非常食

を含めた全ての備蓄計画の見直しについて、

現在取り組みを進めているところです。 

 非常食については、アルファ米に加え、新

たに缶詰のパンやビスケットの購入を計画し

ています。今後、新たな計画に基づき購入す

るアルファ米については、ノンアレルギー製

品の中から選定したいと考えており、備蓄食

料のうち、少なくとも３分の１はアレルギー

対応食となるよう計画しています。 

 次に、粉ミルクについて説明します。３連

動地震の被害想定によると、供給が必要な乳

幼児は約100人となります。日本小児アレルギ

ー学会によりますと、乳児の約２％がミルク

アレルギーと推計されることから、若干多く

見積もり、備蓄用ミルクの３％をアレルギー

用ミルクとすることが推奨されています。 

 本市においても、この考えにのっとり、毎

年購入している１万3,700gの備蓄用粉ミルク

のうち、アレルギー用ミルクを700g分購入し

ています。割合としては通常の粉ミルクの約

５％となりますが、アレルギー用ミルクは350

ｇ単位で販売されているため、多めに購入し

ています。今後とも計画に基づき、通常の粉

ミルクに加え、アレルギー用ミルクの備蓄を

進めます。 

○議長（中本正人君）４番 今城君、再質問

ありますか。 

 ４番 今城君。 
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○４番（今城敏仁君）ありがとうございます。 

 アルファ米等々、備蓄されておるというこ

とでございますけれども、こういうふうなア

レルギーのある方は、自分の身は自分で守る

ということで、非常持出袋の中にはそういう

ふうなものを準備するというのが、まず基本

やと思うんですけれども、災害はいつどこで

起こるかわかりませんので、家に非常持出袋

を置いてあってでも、出先でそういうふうな

災害に遭ったら、それを持ち出すことができ

ませんので、このようにアルファ米、それか

らミルクを備蓄していただいておるというこ

とでございますので、ありがたいことでござ

います。各地域、ほかの市町村にも電話で聞

きますと、ほとんどがこのアルファ米を用意

しておるということでございました。 

 ほんで、この市内拠点避難所、防災活動拠

点というのは、今、これは２箇所ですかね。

防災拠点の活動拠点といいますか、市内拠点

避難場所の数ですね。 

○議長（中本正人君）危機管理監。 

○危機管理監（坂本安弘君）拠点避難所につ

きましては、小学校、中学校を中心に市内に

35箇所ございます。 

○議長（中本正人君）４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）すいません。時間ばか

り気になりまして。そしたら、拠点避難場所

に、この非常食が備蓄されておるということ

でございますか。 

○議長（中本正人君）危機管理監。 

○危機管理監（坂本安弘君）拠点避難場所に

備蓄食料を備蓄しておるわけではございませ

ん。倉庫の大きさであったり、容量の問題が

ございます。先ほどちょっとお話のありまし

た防災活動拠点を通じて配分をいたすわけで

ございますけども、食料備蓄につきましては、

橋本中央中学校の体育館、あやの台小学校の

体育館、紀北工業高等学校の体育館、浦之段

防災センター等に保管をしております。 

○議長（中本正人君）４番 今城君。 

○４番（今城敏仁君）防災時でございますの

で、このアレルギーの備蓄食品が、各避難場

所に行き渡るようにルートを確保しておいて

ほしいということを要望いたします。 

 それから、各地で自主防災会もあるんです

けども、この辺のところにも、アレルギーの

非常食に対する気づきを持っていただくよう

な啓蒙、啓発をしていただきたいということ

を要望しまして、終わります。 

○議長（中本正人君）４番 今城君の一般質

問は終わりました。 

 この際、４時25分まで休憩いたします。 

（午後４時17分 休憩） 

      

                                           

 


